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１．在宅（その６）について 
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 最初に「在宅（その６）について」を議題といたします。事務局より資料が提出

されておりますので、説明をお願いいたします。 

  

 

 はい、おはようございます。医療課長でございます。 

 

 それでは、在宅（その６）につきまして、テーマとしましては、訪問診療・往診

等、そして、訪問看護についてということでございますけれども、中医協資料「総

─１」を用いまして、ご説明をさせていただきたいと思います。 
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説 明 １．訪問診療・往診等について 

  

 

 

 ２ページ目に目次がございます。 

  

  

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

 

Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

12 

 

  

 

 スライド３以降、こちらは訪問診療・往診等に関するこれまでの議論の抜粋とな

ります。 

 

 ３ページ目。 

 

 スライド３でございますが、こちらは 10月４日にお示しいたしました訪問診療・

往診等に係る論点でございます。 

  

  

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

 

Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

13 

 

  

 

 スライド４から６は、これまでの中医協総会で訪問診療・往診等に関していただ

きましたご意見をまとめてございます。 
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 本日の資料でございますけれども、５ページでございますが、こちらに下線を引

かせていただいている所がございます。 

 

 これは事務局で引かせていただいてございますけれども、こちらにつきまして、

事務局で追加の資料等を準備させていただいたところでございます。 
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 スライド７以降でございますけれども、 

 

こちらは「患者の状態に応じた訪問診療について」というタイトルでご説明する

ものでございます。 
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 ８ページ目。 

 

 こちらは「在宅医療の体制について」ということでございまして、 

医療提供体制に係る議論に関する資料でございます。 

  

 真ん中にございますとおり、 

  

 ①退院支援 

 ②日常の療養支援 

 ③急変時の対応 

 ④看取り 

  

 の４つの機能が求められているというふうに整理をされてございます。 
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 スライド９でございます。 

 

 こちらは在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料 

 在医総管・施設総管というふうに訳すことが多いですけれども、 

 

そういった管理料の概要をお示ししてございます。 
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 10ページ目には当該点数につきまして、 

 

患者さんの状態に応じた評価といたしまして、包括的支援加算等が設定されてい

ることをお示ししてございます。 
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 スライド 11に進みます。 

 

 在宅（その２）でお示しいたしました、 

 

患者さんの要介護度や日常生活自立度に応じまして、 

訪問診療での訪問時間が異なるということを示すスライドでございます。 

  

  

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

 

Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

21 

 

  

  

 12ページ目でございます。 

 

 こちらは包括的支援加算の対象にもなってございます。 

 

 点滴・注射や創傷処置につきまして、それらの実施の有無別でございますけれど

も、訪問診療における診療時間を比較してございます。 

 

 点滴注射や創傷処置を実施している患者さんのほうが診療時間が長かったとい

う結果でございました。 
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 スライド 13でございます。 

 

 こちらは 12ページと同様に、 

経口麻薬の投与の有無で訪問診療における診療時間を比較いたしたものでござ

います。 

 

 投与されてる患者さんのほうが長いという結果でございました。 
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 14ページ目。 

 

 こちらは訪問診療を受けている患者さんの訪問診療の対象病名別の訪問診療に

おける診療時間でございます。 

 

 悪性腫瘍の患者さんや難病患者さんが長いという結果でございました。 
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 15ページ目でございます。 

 

 こちらも在宅（その２）でお示ししたものでございますけれども、 

 

訪問診療の算定回数が多い医療機関におけます施設入居者に対しまして、 

訪問診療を実施している割合が高い医療機関と、 

それ以外の医療機関のターミナルケア加算、 

往診加算の算定状況等の現状のスライドでございます。 
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 スライド 16 は、主として訪問診療または往診を実施する診療所についてでござ

います。 

 

 当該診療所につきましては、在宅療養支援診療所を届け出る際には、追加で看取

り等の実績を求めているところでございます。 

 

 当該診療所のほうが、その他の診療所と比較いたしまして、在宅患者訪問診療料

の算定回数が高い傾向にある一方、 

  

 往診料の算定回数、ターミナルケア加算の算定回数は少ないという傾向にあると

いう結果でございました。 
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 スライド 17でございます。 

 

 15ページ目と同様でございまして、在宅（その２）でお示ししたものでございま

す。 

 

 訪問診療の算定回数が多い医療機関におけます 

患者１人当たりの訪問診療の回数が多い医療機関と、 

それ以外の医療機関のターミナルケア加算、往診料の算定状況の現状のスライド

でございます。 
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 18ページ目は、こちらは患者さんお１人当たりの訪問診療回数が多い医療機関に

つきまして、主傷病別名別の患者さんの割合を出してございます。 

 

 患者さん１人あたりの訪問診療回数が４回以上、1２回以上の医療機関におきま

して、高血圧症、アルツハイマー型認知症の患者さんが多かったという結果でござ

いました。 
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 スライド 19ページ目には、参考に全医療機関を対象といたしまして、ひと月あた

りの訪問診療の算定回数が４回以上 1２回以上の患者さんのそれぞれの主傷病名別

の患者さんの割合をお示ししてございます。 

  

 18ページ目と同様に、高血圧症、そしてアルツハイマー型認知症の患者さんが多

かったという状況をお示ししてございます。 
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 それでは、20 ページ目以降、こちらは「在宅医療における 24 時間の医療提供体

制の確保について」ということでございます。 
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 21ページ目は、これは訪問診療の必要量が今後も増加していくということを全国

地図をお示しをしており、 
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 22ページ目、23ページ目には、 

 

在宅療養支援診療所・病院の概要と、 
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それぞれの在宅移行加算の概要になります。 
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 24ページ目でございますが、 

 

これは在宅療養加算を算定していない理由ということをアンケートの結果をお

示ししてございます。 
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 25ページ目、26ページ目に関しましては、 

 

これは医政局でございますけれども、 

医政局のほうにおきまして紹介しております 

在宅医療連携の事例について、お示しをしてございます。 
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 27ページ目から 29ページ目は、 

ＩＣＴを用いました平時からの診療情報の連携につきまして、 

医療情報連携ネットワークの概要、 

  

 そして、いわゆる地域医療情報連携ネットワーク、 

以下、「地連ＮＷ」と記載してございますけれども、 

この現状等についてお示しをしてございます。 

 

 こうしたＩＣＴを用いた平時からの診療情報等の共有が緊急時の連携に役立つ 

という地域もあるということのご紹介でございます。 
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 それでは、論点でございます。 

 

 31ページにまとめさせていただいてございます。 
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 括弧は１つでございまして、丸が５つございます。 

 

 患者さんの状態に応じて、「よりきめ細かな評価を実施する観点から」ということ

でございますけれども、こちらは、要介護度及び認知症日常生活自立度に関する包

括的支援加算の対象患者の範囲について、見直しを行ってはどうか。 

  

 麻薬の経口投与を行っている患者さんにつきましては、実態を踏まえまして、 

包括的支援加算の対象患者に加えてはどうか。 

  

 次の丸でございますが、訪問診療の算定回数が多い医療機関の一部におきまして、

往診や看取りの実績が主として訪問診療または往診を実施する診療所と同様に少

ない傾向であることを踏まえまして、効率的に在宅医療を提供している在支診等の

要件を、主として訪問診療または往診を実施する診療所の例に倣って整理してはど

うか。 

  

 以下、３つの論点を挙げさせていただいてございます。 
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説 明 ２．訪問看護について 

  

  

 

 それでは、２つ目のテーマでございます。 

 

 「訪問看護について」ということでご説明をさせていただきます。 

  

 32ページ以降となります。 
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 33ページ、そして 34ページ、35ページというふうに、これまでの議論をまとめ

させていただいてございます。 

 

 この中で、34 ページ、35ページの下線を引いております所に関しまして、ここの

議論に関わる資料を用意させていただいているところでございます。 
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 それでは、次の項目の「２ｰ２ 医療ニーズの高い利用者の退院支援について」と

いうことでございます。 
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 37ページでございますけれども、こちらが退院日当日の訪問看護の状況というこ

とでございます。 

 

 退院日当日に複数回訪問看護を行った実態がございまして、 

 

その理由といたしましては、 

「医療処置」「急変・緊急対応」「苦痛の緩和」が多いという状況でございました。 
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 そして、38 ページ目でございますけれども、 

  

 こちらは退院日当日の訪問看護といたしまして、 

訪問回数や合計訪問時間、 

退院日に２回以上の訪問看護を実施した利用者の概況というものをお示しして

ございます。  
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 次に、39 ページに進ませていただきまして、 

  

 退院日に２回以上、訪問看護を提供した理由をお示ししてございます。 

  

 利用者・患者や主治医から訪問の要請があったということ。 

 

 利用者・家族からは利用者の状態悪化や医療処置に関する不安が挙げられている

ところ。 

 

 また、主治医からは医療処置や利用者の状態悪化、状態が急変するリスクが高い

ことによる病状観察などが要請内容として挙げられてございます。 
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 スライド 40でございます。 

 

 こちらは、退院日当日に複数回訪問し、提供いたしました医療処置やケアの内容

をお示ししてございます。 

 

 医療処置としましては口腔内や鼻腔内の吸引、麻薬を使用する疼痛管理が行われ、 

 

 ケアにつきましては、利用者等への医療処置に関する技術的な事項、指導などを

挙げられてございます。 

  

  

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

 

Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

48 
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 それでは次。「２ｰ３ 集合住宅等における効率的な訪問看護等について」でござい

ます。 
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 前回におきましては請求額の分布を、 

  

 こちら 43 ページなどをご覧いただければと思いますが、請求額の分布をお示し

しつつ、緊急訪問看護加算等の各種加算の算定状況や、同一建物居住者に関する療

養費の算定状況をお示しし、ご議論いただいたところでございます。 

 

 主な意見といたしましては、利用者の病態やケアの内容等および算定状況を詳し

く分析し、今後の対応を考えるべきといったご意見をいただきましたので、 

  

 集合住宅等における訪問看護の提供について、さらなる分析を行いましたもの等

もお示しさせていただきたいと思います。 
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 スライド 46でございます。 

 

 こちらは全利用者に占める同一建物居住者の割合別に事業所の状況をお示しし

てございます。 

 

 全利用者のうち、同一建物居住者が７割以上といった事業所につきましては、 

 

 訪問看護ステーションを開設している同一の法人が 

特定施設入所者入居者生活介護またはサービス付き高齢者住宅を利用する割合 

というのが約３分の２でございまして、 

 

訪問介護事業所を有している割合も約３分の２ということでございました。 

 

 また、全利用者のうち同一建物居住者が１割といった事業所につきましては、 

全ての事業所でこれらの施設が同一敷地内または隣接しているといった状況で

ございました。 
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 スライド 47でございます。 

 

 こちらは全利用者に占める同一建物居住者の割合別に訪問看護の提供状況をお

示ししてございます。 

 

 ７割以上というふうな事業所では、７割未満の事業所と比較いたしまして、「別表

第７」に該当する利用者を多く受け入れている実態があること。 

 

１月あたりの訪問日数、訪問回数いずれも多く、「別表第７」に該当する利用者に

限っても同様の傾向であること。 

 

１回あたりの訪問時間が 30 分以上 45分未満でございまして、これ以上の訪問時

間はほぼないといった特徴があったところでございございます。 
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 次、48ページ目でございます。 

 

 こちらは訪問看護における「別表第７」該当者のうち、特に多い末期の悪性腫瘍、

パーキンソン病関連疾患利用者に関するケアの内容に関しまして、 

 

同一建物居住者の割合別にお示ししたものでございます。 
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 49ページ目でございます。 

 

 こちらは介護事業経営実態調査の結果でございますけれども、 

 

前回、報酬の分布に関する資料の提示について、ご指摘がございましたので、 

介護保険の訪問看護の収支差率をお示ししてございます。 
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 それでは、２─４でございます。 

 

 「介護保険における訪問看護との制度上の差異」でございます。 

 

 令和６年度の介護報酬改定が介護との同時改定ということでございまして、介護

報酬につきましても介護給付費分科会で議論が進んでございます。 

 

 そこでのご議論を踏まえまして、新たにテーマとして設定し、ご議論いただくも

のでございます。 
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 51から 52ページでございますけれども、 

 

こちらは介護報酬報酬改定では、訪問看護を含む訪問系のサービス等にも身体的

拘束等の原則禁止や記録に関する規定を運営基準に設けてはどうかというふうに

検討されているものでございます。 
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 53ページでございます。 

 

 こちらは管理者のテレワーク等に係る取扱い。 
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 54 ページ目から 55 ページ目は遠隔死亡診断補助および訪問診療の死亡診断加算

に関するものでございます。 

 

 遠隔死亡診断補助加算につきましては、前回改定で新設された事項でございます

けれども、 

 

介護報酬でも新設する方向で議論されているということを踏まえまして、診療報

酬側で必要な対応をお示しするものでございます。 
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 56ページからでございますけれども、こちらはオンライン資格確認、オンライン

請求に関する資料となります。 

 

 前回、訪問看護におけるオンライン資格確認について、どのような点で生かせる

か、また生かしていくのか、予定かといったご意見をいただきましたので、 

 

スライドとして整理を、こちらのほうに付けさせていただいているところでござ

います。 
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説 明 ３．課題と論点 

  

 

 

 それでは、論点に進ませていただきます。 
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 65ページでございます。 
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 括弧が３つございます。 

  

 ・医療ニーズの高い利用者の退院支援について。そして、 

 ・集合住宅等における効率的な訪問看護等について。そして、 

 ・介護保険における訪問看護との制度上の差異について。 

ここは２つございますけれども、 

  

 ここに掲げてある論点としてまとめさせていただいてございます。 

 

 事務局からの説明は以上でございます。 

  

 

 はい、ありがとうございました。 
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質 疑 在宅（その６）について 

 

 

 それでは、ただいまのご説明につきまして、ご質問等がございましたら、よろし

くお願いします。最初に長島委員、お願いいたします。 

  

 

 ありがとうございます。まず、31ページの訪問診療・往診等の論点についてコメ

ントいたします。 

 

  

  

 １つ目の丸のうち、包括的支援加算について、11 ページの箱ひげ図を見ますと、

要介護度が軽い患者さん、あるいは日常生活自立度のランクの低い患者さんであっ

ても、診療時間にかかる全体的な傾向としては、要介護度４、あるいは日常生活自

立度Ⅳといった介護の必要性が高い患者さんと大差ない状況が見てとれます。 

 

 したがって、今回の論点で提案されているような、要介護や日常生活自立度に関

する包括的支援加算の対象患者の範囲を見直す必要性は特にないと考えます。 
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 一方、経口麻薬を投与されている患者さんを対象患者に追加することにつきまし

ては、13 ページでも診療時間に違いがあることが示されており、必要と考えます。 

 

 ２つ目の丸についてです。 

  

 15ページを見ますと、訪問診療の算定が月 500件以上の医療機関の中でも、施設

総管の算定割合が 80％以上である場合とそうでない場合とでターミナルケア加算

等の算定回数に若干の違いがあることも確かに見てとれます。 

  

 しかし、以前にも指摘したことですが、人口減少地域では高齢者の集住化が進め

られており、訪問診療の算定回数が多くなるのは必然となる場合もありますので、

単に訪問診療の算定回数が多いことのみをもって、論点にあるような在宅専門の医

療機関と同等の効率があると扱ってしまうと、ただでさえ少ない在宅医療の担い手

が離れてしまう可能性も危惧します。 
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 ３つ目の丸は、訪問診療の頻度が高いということをどのように判断するかが重要

であると考えます。 

  

 18 ページや 19 ページでは、月４回以上の訪問診療を行っている患者さんの主傷

病名は、高血圧や認知症が相対的に多かったことが示されております。 

 

 しかし、高齢の患者さんであれば、複数の疾患を抱えている場合も想定されます

し、また少数ではありますが、慢性呼吸不全や肺がんなども含まれており、場合に

よっては算定日数制限がない「別表第７」「第８」に該当する場合もあることが考え

られ、そのような患者さんに対して、複数回の訪問診療を行うのは必要性があるた

めと考えられます。 

 

 さらに、現行制度においては、診療に基づき、医師が頻回な訪問診療の必要性を

認めた場合は、一時的に週４回以上の訪問診療が認められております。したがって、

こうしたことを踏まえれば、今回の資料に示されているような、月４回、つまり週

１回の頻度を１つの基準として訪問診療の頻度が高いと言い切るのは適当ではな

い場合があることも予想されます。 
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 前回改定では、在宅データ提出加算が新設されたところでもありますので、もう

少しデータを見ながら、どの程度をもって訪問診療の頻度が高いと判断できるのか、

エビデンスを収集するのがよいと考えます。 

  

 ４つ目と５つ目の丸については相互に関連する部分はあると思いますが、在宅療

養移行加算の算定が伸び悩んでいるのは、夜間帯をお願いする連携医療機関にとっ

て特段のメリットがないことが１つの要因でした。 

 

 したがって、今回提案されたような形で、ＩＣＴも活用しながら、連携体制を構

築した体制の整っている診療所や、連携する在支診・在支病を評価する方向性に賛

同いたします。 

 

 また、ＩＣＴを活用した連携については、在宅医療における 24時間の提供体制の

構築のみならず、医療と介護を含めた多職種連携においても重要になりますので、

そういった点での評価も在宅における医療ＤＸ全体の取組として検討してもよい

のではないでしょうか。 

  

 続いて、65 ページの訪問看護の論点についてコメントいたします。 

 

 

 

 「医療ニーズの高い利用者の退院支援」については、現場の実情を踏まえ、退院

支援指導加算の長時間加算などで評価することも考えられるのではないかと思い

ます。  

  

 「集合住宅等における効率的な訪問看護等について」です。 
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 前回 10月 20 日の議論では、問題となるのはごく一部の事業所であり、こうした

事例については審査において対応するのがセオリーであること。 

 

 また、算定日数が多い利用者は、別表７・８に該当する医療ニーズの高い者であ

ることも示されており、高額となることに一定の理由がある難病患者等もいること

も示されております。 

  

 したがって、単に高額ということに注目するだけでなく、ほかにどのような対応

が可能なのか、もう少し丁寧に検討する必要があると申し上げたところです。 

  

  

  

 今回は、48ページに同一建物居住者に対する訪問看護の提供内容として、末期の

悪性腫瘍に対するケアなども示されておりますが、同一建物等居住割合が７割以上

の事業者のほうが疼痛管理の割合が高いなど、より専門的なケアをしている実態も

示されており、やはり単に高額ということに着目するだけでは判断ができないよう

に思います。 
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 まずは、算定回数が多い医療機関、訪問看護ステーションに対して、今回の電子

化に伴い、レセプトや訪問看護記録に緊急訪問、複数名訪問の理由を記載していた

だき、審査・指導でチェックできるようにし、その上で、データが蓄積されていけ

ば、その後、診療報酬上の措置を検討するなどの方法を検討すべきではないでしょ

うか。 

  

 私からは以上ですが、小塩会長におかれましては、看護協会の専門委員に発言の

機会をご検討いただければ幸いです。 

  

 

 はい、ありがとうございました。続きまして、いかがでしょうか。はい、松本委

員、お願いいたします。 

  

 

 はい、ありがとうございます。それでは、まず訪問診療・往診等につきまして、

31ページの論点に沿ってコメントいたします。 

  

  

  

 まず包括的支援加算につきましてですが、資料の 11ページを拝見しますと、現行

の基準である要介護度２、認知症生活自立度Ⅱb を境に診療時間が長くなるとは言

えず、むしろ自立の場合に最も診療時間が長いことがわかります。 
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 要介護度は、認知症日常生活自立度を加算の指標とする必要性は、そういった 

データを見ますと乏しいのではないかと考えられます。 

  

 一方で、資料 13 ページを見てみますと、経口麻薬を使用する患者は、12 ページ

にあります既に加算の対象になっている注射や処置の患者と比べても診療時間が

長い実態がありますので、加算の対象に追加することに異論はありません。 

  

 次に、訪問回数が多い医療機関については、資料の 17ページを見てみますと、手

間のかかる往診や看取りの実績が相対的には少なく、効率的な訪問診療を実施して

いることがうかがえます。 

 

 訪問専門の医療機関と同様に厳格な要件を定め、それを満たせない場合は在宅療

養支援の役割を果たしていないと判断すべきと考えます。 
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 次に、頻回な訪問診療を実施している医療機関については、資料の 18ページ、19

ページを見てみますと、訪問回数が多い認知症や高血圧の患者を診療している実態

がうかがえます。 

 

 ただ、そもそもこうした疾患に頻回な訪問診療が本当に必要なのか疑問を感じま

す。本来、訪問看護と連携するなど、地域包括ケアシステムとして対応すべきであ

り、疾患の特性を踏まえて厳格に訪問診療の回数を管理することも必要だと考えま

す。 

 

 次に、在宅医療における 24 時間の医療提供体制の確保については、地域連携の枠

組みが重要だと考えております。 

  

  

  

 25ページに紹介されておりますように、ＩＣＴの活用等により、緊急時の対応を

含めた強いネットワークで 24 時間体制を構築する観点で、在宅療養移行加算の施

設基準を見直すことには検討の余地があります。 
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 続きまして、訪問看護について 64ページの論点に沿ってコメントいたします。 

  

  

  

 退院当日の複数回の訪問看護については、前回の議論でお願いした分析を 39 ペ

ージ以降にお示しいただき、ありがとうございます。 

  

  

  

 データを見てみますと、末期の悪性腫瘍が多いことや、病状の悪化や医療処置が

行われていることなど複数回の訪問が必要な事情は理解できました。 

 

なるべく１回の訪問で対応する工夫を行いつつ、必要な場合の評価を検討するこ

とには異論はございません。 

  

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

 

Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

81 

  

  

  

 次に、集合住宅等における効率的な訪問看護について、46ページ以降を見てみま

すと、同一建物の居住者が７割以上の事業所では営利法人が約９割を占めており、

また機能強化型を届け出る意向は約９割がなく、１回あたりの訪問時間は相対的に

短い傾向にございます。 

 

 効率的に頻回な訪問看護を提供している実態がうかがえますので、同一建物居住

者の割合が高い訪問看護ステーションについては訪問看護療養費を適正化すべき

です。 

  

  

  

 最後に、介護保険との差異については、身体拘束の原則禁止をはじめとして、こ

の同時改定のタイミングであるからこそ取扱いを揃える方向で、ぜひ進めていただ

きたいと思います。私からは以上でございます。 

  

 

 はい、ありがとうございました。ほかに、ご意見、ご質問いかがでしょうか。 

 

 よろしいでしょうか。それでは、先ほど長島委員からのご提案もございましたの

で、木澤専門委員からコメントをお願いいたします。 
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 はい、ありがとうございます。「医療ニーズの高い利用者の退院支援について」で

すが、 

  

 

  

 退院日当日に複数回訪問看護を実施している利用者の方は「別表第７」および「第

８」に該当する方、特に末期悪性腫瘍等の方が多い状況です。 

 

 最後の時間をご自宅で過ごすために退院される場合も多く、退院日当日に一度訪

問したあとに状態が悪化し、主治医からの追加指示のもと、疼痛管理などの医療処

置が必要になることや、そのような状況に不安を感じているご家族への丁寧な説明

や技術的指導なども必要になります。 

 

 医療ニーズの高い利用者の退院支援として、このような実態も踏まえ、安心して

在宅療養を開始できるよう退院日合計 90 分を超える複数回の訪問看護については

適切な評価が必要と考えます。 

  

 

  

 「集合住宅等における効率的な訪問看護等について」です。 

 

 特定施設入居者生活介護またはサービス付き高齢者住宅は、同一敷地内または隣

接している状況等においては、移動のためにおいて、効率的に実施されることから、

全利用者に占める同一建物等居住者の割合が極めて高い一部の訪問看護ステーシ

ョンに対する評価のあり方を移動のコストの観点から検討することが必要であろ

うと考えています。 
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 ただし、どのような場にお住まいになっていても、訪問看護の必要性があれば、

医師の指示のもと、しっかりと対応していくことが地域での療養を支えることにな

りますので、どのような評価方法が適切かは十分にご検討いただきたいと思ってお

ります。私からは以上でございます。 

 

 

 はい、ありがとうございました。ほかにご質問等はございますでしょうか。はい、

江澤委員、お願いいたします。 

 

 

 １点だけ申し上げます。19 ページに訪問診療の算定回数が多い主傷病名が出てお

りますけれども。 

  

 

  

 これは長島委員も申しましたとおり、あくまでも主病名であって、 
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例えば、こういった方に気管支肺炎とか、いろんな感染症とか脱水が起きたとき

で頻回に点滴が一時的に必要になるとか、いう状況がありますし、 

 

高齢者はあまり、マルチモビディティと言いまして、複数の疾患を持っているの

が普通でありますので、これは、たまたま主病名として出ているものだというふう

に理解しておりますので、１点だけ申し上げたいと思います。 

 

 

 はい、ありがとうございました。ほかは、よろしいでしょうか。 

 

 はい。それでは、ほかに特にご質問等ないようですので、本件に係る質疑はこの

あたりといたします。 

 

 今後、事務局におかれましては、本日いただいたご意見も踏まえて対応していた

だくようにお願いいたします。 
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